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（行動計画編） 
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第１章 自助・共助 

１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－１：自助・共助による防災・減災の重要性         

 阪神・淡路大震災では亡くなった方の 8 割以上が発災直後、倒壊した家屋や
転倒した家具等の下敷きになり、短時間のうちに亡くなっています。このような
ことにならないようにするには、日頃から住宅の耐震補強や家具の転倒防止な
ど、「自助」の取り組みをしておく必要があります。また、公益社団法人日本火
災学会の「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」によると、生き埋
めや閉じ込めを救助した割合は自助・共助あわせて約 98％であったことが報告
されています。阪神・淡路大震災の教訓として、地震発生直後に短時間で亡くな
ることを考慮すると、迅速な救助・救出でいかに自助・共助が重要なのかが明確
になりました。 
 また、平成 26 年 11 月 22 日に⻑野県北部で発生した「⻑野県神城断層地震」
では、発災直後に多くの高齢者や幼児らが倒壊家屋の下敷きになりましたが、地
域住⺠の⼿によって、重機やジャッキなどを使って救出活動をした結果、幸いに
も人命が失われることはありませんでした。地域においても、平時から「顔のみ
える関係」を構築しておくことで、地域防災力が向上し、いざという時の「共助」
につながります。 
 このように、特に災害発生直後の公的支援が十分でないときの自助・共助は救
助・救出活動や高齢者等の災害時要配慮者のケアにおいては大きく、防災・減災
の取り組みにおいては欠かすことができない存在となっています。 
 
【参考】阪神・淡路大震災での教訓 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：日本火災学会「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」 
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－２：防災知識の習熟と訓練                

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 
 

（１）災害リスクを知る                          
○ 日頃より洪水や土砂災害、津波ハザードマップを確認し、いざという時にど

こを通ってどこへ避難するかを検討します。ハザードマップには被害の想定
区域だけでなく、避難場所や避難時の注意点等を掲載しています。ただし、
あくまでも想定であるため、過信することは禁物です。 

○ 図書館等で地域の災害の歴史を調べ、自分が住んでいる地域の過去の災害を
把握しておきます。 

○ 実際に自分が住んでいる地域から避難場所まで歩いてみて、危険な場所と安
全な場所を把握しておきます。昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の
密集地や狭い路地、ブロック塀、周囲より低い土地は危険な場所で、広いス
ペースや周囲より高い場所は安全な場所になります。 

 

＊市の取り組み＊ 

国国・・県県がが公公表表ししたた想想定定ををももととににハハザザーードドママッッププをを作作成成しし、、ホホーームムペペーージジににてて公公

表表ししてていいるるほほかか、、希希望望者者ににはは配配布布ししてていいまますす。。  

津津波波ハハザザーードドママッッププでではは、、浸浸水水がが想想定定さされれ  

てていいるる場場所所がが着着色色さされれ、、浸浸水水のの深深ささにによよっってて  

色色がが分分けけらられれてていいまますす。。ままたた、、津津波波がが発発生生しし  

たたととききにに、、避避難難のの目目標標地地点点ととししてて、、「「津津波波避避  

難難目目標標ラライインン」」をを示示ししてていいまますす。。  
                                
  
  
                                                    松松阪阪市市津津波波ハハザザーードドママッッププ  

hhttttpp::////wwwwww..cciittyy..mmaattssuussaakkaa..mmiiee..jjpp//ssiittee//bboouussaaii//ttssuunnaammiihhaazzaarrdd..hhttmmll  

  

 

 

防災知識の習熟と訓練

１．災害リスクを知る

２．防災知識を習熟する

３．地域の防災活動に参加する
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（２）防災知識を習熟する                         
○ 災害ボランティア等への協力や参画をすることで経験と知識を習得します。  
○ 地域で開催される出前講座や市が開催する講演会等の機会を活用し、防災知

識を習得します。 
 

＊市の取り組み＊ 

  市市民民向向けけ防防災災啓啓発発冊冊子子「「災災害害ににそそななええるる vveerr..22」」をを発発行行ししてていいまますす。。  

ホホーームムペペーージジでで公公表表ししてていいるるほほかか、、希希望望者者ににはは配配布布ししてていいまますす。。  

  ここのの冊冊子子でではは、、「「知知るる・・備備ええるる・・行行動動すするる」」のの 33 つつのの  

テテーーママにに沿沿いい、、市市民民がが災災害害にに向向けけてて取取るるべべきき備備ええとと行行動動  

ににつついいてて、、分分かかりりややすすくく解解説説ししたたももののでですす。。一一般般のの防防災災  

冊冊子子ととはは異異ななりり、、松松阪阪市市でで起起ここりりううるる災災害害にに特特化化ししたた内内  

容容ととししてていいまますす。。  

  

                                防防災災啓啓発発冊冊子子「「災災害害ににそそななええるる vveerr..22」」  

                                                （（令令和和３３年年１１００月月））  

hhttttpp::////wwwwww..cciittyy..mmaattssuussaakkaa..mmiiee..jjpp//ssiittee//bboouussaaii//ssoonnaaeerruubbooookk..hhttmmll  

  
 

＊市の取り組み＊ 

  市市でではは定定期期的的にに防防災災講講演演会会ややシシンンポポジジウウムム等等をを開開催催しし、、市市民民ののみみななささんんのの防防災災

意意識識のの高高揚揚をを図図っってていいまますす。。  

  

 
 
（３）地域の防災活動に参加する                      
○ 救命救急講習や地域の訓練へ積極的に参加します。特に、消火器やバール、

ジャッキ、AED 等の資機材の使い方やロープ結索、応急⼿当等の技能は災
害時のみならず普段でも役に立つことがあります。  

○ 学校や地域が主体となって進める訓練に積極的に参加します。訓練を通じて、
地域のコミュニケーションを図っておくことで、顔の見える関係づくりが構
築されます。こうしたつながりが災害時に大きな力を発揮します。 

○ 井⼾所有者は災害時協力井⼾の登録に協力をします。 
〇 近年では、住⺠自治協議会等が主体となり「地区防災計画」の策定をすすめ

ています。これは、地域の災害リスクを知り、共有し、住⺠自らが作る防災
計画です。防災講演会や防災ワークショップも開催されます。我が町の防災
力向上のためにも、積極的に参加しましょう。 
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－２：防災知識の習熟と訓練                

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 
 

（１）災害リスクを知る                          
○ 日頃より洪水や土砂災害、津波ハザードマップを確認し、いざという時にど

こを通ってどこへ避難するかを検討します。ハザードマップには被害の想定
区域だけでなく、避難場所や避難時の注意点等を掲載しています。ただし、
あくまでも想定であるため、過信することは禁物です。 

○ 図書館等で地域の災害の歴史を調べ、自分が住んでいる地域の過去の災害を
把握しておきます。 

○ 実際に自分が住んでいる地域から避難場所まで歩いてみて、危険な場所と安
全な場所を把握しておきます。昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の
密集地や狭い路地、ブロック塀、周囲より低い土地は危険な場所で、広いス
ペースや周囲より高い場所は安全な場所になります。 

 

＊市の取り組み＊ 

国国・・県県がが公公表表ししたた想想定定ををももととににハハザザーードドママッッププをを作作成成しし、、ホホーームムペペーージジににてて公公

表表ししてていいるるほほかか、、希希望望者者ににはは配配布布ししてていいまますす。。  

津津波波ハハザザーードドママッッププでではは、、浸浸水水がが想想定定さされれ  

てていいるる場場所所がが着着色色さされれ、、浸浸水水のの深深ささにによよっってて  

色色がが分分けけらられれてていいまますす。。ままたた、、津津波波がが発発生生しし  

たたととききにに、、避避難難のの目目標標地地点点ととししてて、、「「津津波波避避  

難難目目標標ラライインン」」をを示示ししてていいまますす。。  
                                
  
  
                                                    松松阪阪市市津津波波ハハザザーードドママッッププ  
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防災知識の習熟と訓練

１．災害リスクを知る

２．防災知識を習熟する

３．地域の防災活動に参加する
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（２）防災知識を習熟する                         
○ 災害ボランティア等への協力や参画をすることで経験と知識を習得します。  
○ 地域で開催される出前講座や市が開催する講演会等の機会を活用し、防災知

識を習得します。 
 

＊市の取り組み＊ 

  市市民民向向けけ防防災災啓啓発発冊冊子子「「災災害害ににそそななええるる vveerr..22」」をを発発行行ししてていいまますす。。  

ホホーームムペペーージジでで公公表表ししてていいるるほほかか、、希希望望者者ににはは配配布布ししてていいまますす。。  

  ここのの冊冊子子でではは、、「「知知るる・・備備ええるる・・行行動動すするる」」のの 33 つつのの  

テテーーママにに沿沿いい、、市市民民がが災災害害にに向向けけてて取取るるべべきき備備ええとと行行動動  

ににつついいてて、、分分かかりりややすすくく解解説説ししたたももののでですす。。一一般般のの防防災災  

冊冊子子ととはは異異ななりり、、松松阪阪市市でで起起ここりりううるる災災害害にに特特化化ししたた内内  

容容ととししてていいまますす。。  

  

                                防防災災啓啓発発冊冊子子「「災災害害ににそそななええるる vveerr..22」」  

                                                （（令令和和３３年年１１００月月））  
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＊市の取り組み＊ 

  市市でではは定定期期的的にに防防災災講講演演会会ややシシンンポポジジウウムム等等をを開開催催しし、、市市民民ののみみななささんんのの防防災災

意意識識のの高高揚揚をを図図っってていいまますす。。  

  

 
 
（３）地域の防災活動に参加する                      
○ 救命救急講習や地域の訓練へ積極的に参加します。特に、消火器やバール、

ジャッキ、AED 等の資機材の使い方やロープ結索、応急⼿当等の技能は災
害時のみならず普段でも役に立つことがあります。  

○ 学校や地域が主体となって進める訓練に積極的に参加します。訓練を通じて、
地域のコミュニケーションを図っておくことで、顔の見える関係づくりが構
築されます。こうしたつながりが災害時に大きな力を発揮します。 

○ 井⼾所有者は災害時協力井⼾の登録に協力をします。 
〇 近年では、住⺠自治協議会等が主体となり「地区防災計画」の策定をすすめ

ています。これは、地域の災害リスクを知り、共有し、住⺠自らが作る防災
計画です。防災講演会や防災ワークショップも開催されます。我が町の防災
力向上のためにも、積極的に参加しましょう。 
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＊市の取り組み＊ 

  地地域域がが訓訓練練をを行行ううににああたたっってて、、関関係係機機関関とと連連携携しし、、そそのの指指導導やや助助言言をを行行っってていい

まますす。。  

  

 
＊市の取り組み＊ 

  災災害害時時協協力力井井戸戸登登録録制制度度にによよるる登登録録のの申申出出をを募募集集ししてていいまますす。。ままたた、、登登録録ののああ

っったた井井戸戸をを公公表表ししてていいまますす。。  

  

 
＊市の取り組み＊ 

避避難難所所にによよっっててススペペーーススのの使使いい方方がが異異ななりりまますす。。地地域域でで避避難難所所ののレレイイアアウウトトやや

役役割割等等ををああららかかじじめめ検検討討ししややすすくくななるるよようう、、市市でではは「「松松阪阪市市避避難難所所運運営営ママニニュュアア

ルル（（基基本本モモデデルル））」」（（令令和和 22 年年 88 月月改改訂訂））をを作作成成・・公公表表ししてていいまますす。。  
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－３：家庭での備え                      

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 
 

（１）災害に強い住まいにする                       
○ 昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の耐震化に努めます。これらの木

造住宅は一般的に震度 6 弱以上の揺れで大きな被害が発生し、倒壊の可能性
が高くなります。 

○ 住宅の家具の転倒や移動防止をします。特に寝室は必ず家具の転倒防止を行
い、また落下物にも注意をします。 

○ 家具類の上には重い物を置かないようにします。 
○ 住宅の窓ガラスには飛散防止フィルムを貼ります。 
○ 住宅用火災報知器や消火器の設置等、防火対策を行います。消火器の設置は

使うときのことを考えて取り出しやすい場所に保管するほか、使用期限に注
意します。 

○ コンロやストーブの前には燃えやすいものを置かないようにするとともに、
ガスボンベ等は屋外の平らな場所に設置・固定します。また、ガスホースは
劣化しないよう注意します。 

○ 通電時の火災を防止するため、感震ブレーカーを設置します。また、電気コ
ードがカーペットや家具の下敷きになっていないようにします。 

○ 日頃から停電や断水に備えます。 
 

＊市の取り組み＊ 

昭昭和和 5566 年年 55 月月以以前前にに建建築築さされれたた木木造造住住宅宅にに対対しし、、無無料料耐耐震震診診断断をを実実施施ししてていい

まますす。。無無料料耐耐震震診診断断のの結結果果、、「「倒倒壊壊のの可可能能性性ががああるる」」ままたたはは「「倒倒壊壊のの可可能能性性がが高高いい」」

とと判判定定さされれたた住住宅宅にに対対しし、、耐耐震震補補強強設設計計のの補補助助をを、、「「倒倒壊壊のの可可能能性性がが高高いい」」とと判判定定

さされれたた住住宅宅ににはは耐耐震震補補強強工工事事やや除除却却（（解解体体））工工事事にに補補助助ををししてていいまますす。。  

  

 
 

家庭での備え

１．災害に強い住まいにする

２．１週間分以上の備蓄をする

３．家族防災会議を行う
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＊市の取り組み＊ 

  地地域域がが訓訓練練をを行行ううににああたたっってて、、関関係係機機関関とと連連携携しし、、そそのの指指導導やや助助言言をを行行っってていい

まますす。。  

  

 
＊市の取り組み＊ 

  災災害害時時協協力力井井戸戸登登録録制制度度にによよるる登登録録のの申申出出をを募募集集ししてていいまますす。。ままたた、、登登録録ののああ

っったた井井戸戸をを公公表表ししてていいまますす。。  

  

 
＊市の取り組み＊ 

避避難難所所にによよっっててススペペーーススのの使使いい方方がが異異ななりりまますす。。地地域域でで避避難難所所ののレレイイアアウウトトやや

役役割割等等ををああららかかじじめめ検検討討ししややすすくくななるるよようう、、市市でではは「「松松阪阪市市避避難難所所運運営営ママニニュュアア

ルル（（基基本本モモデデルル））」」（（令令和和 22 年年 88 月月改改訂訂））をを作作成成・・公公表表ししてていいまますす。。  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

≪≪行行動動計計画画編編≫≫  
第第１１章章  自自助助・・共共助助  

  

- 52 - 

 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

第
１
章 

自
助
・
共
助 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－３：家庭での備え                      

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 
 

（１）災害に強い住まいにする                       
○ 昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の耐震化に努めます。これらの木

造住宅は一般的に震度 6 弱以上の揺れで大きな被害が発生し、倒壊の可能性
が高くなります。 

○ 住宅の家具の転倒や移動防止をします。特に寝室は必ず家具の転倒防止を行
い、また落下物にも注意をします。 

○ 家具類の上には重い物を置かないようにします。 
○ 住宅の窓ガラスには飛散防止フィルムを貼ります。 
○ 住宅用火災報知器や消火器の設置等、防火対策を行います。消火器の設置は

使うときのことを考えて取り出しやすい場所に保管するほか、使用期限に注
意します。 

○ コンロやストーブの前には燃えやすいものを置かないようにするとともに、
ガスボンベ等は屋外の平らな場所に設置・固定します。また、ガスホースは
劣化しないよう注意します。 

○ 通電時の火災を防止するため、感震ブレーカーを設置します。また、電気コ
ードがカーペットや家具の下敷きになっていないようにします。 

○ 日頃から停電や断水に備えます。 
 

＊市の取り組み＊ 

昭昭和和 5566 年年 55 月月以以前前にに建建築築さされれたた木木造造住住宅宅にに対対しし、、無無料料耐耐震震診診断断をを実実施施ししてていい

まますす。。無無料料耐耐震震診診断断のの結結果果、、「「倒倒壊壊のの可可能能性性ががああるる」」ままたたはは「「倒倒壊壊のの可可能能性性がが高高いい」」

とと判判定定さされれたた住住宅宅にに対対しし、、耐耐震震補補強強設設計計のの補補助助をを、、「「倒倒壊壊のの可可能能性性がが高高いい」」とと判判定定

さされれたた住住宅宅ににはは耐耐震震補補強強工工事事やや除除却却（（解解体体））工工事事にに補補助助ををししてていいまますす。。  

  

 
 

家庭での備え

１．災害に強い住まいにする

２．１週間分以上の備蓄をする

３．家族防災会議を行う
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＊市の取り組み＊  

6655 歳歳以以上上ののみみのの高高齢齢者者ののみみのの世世帯帯等等ににととっっててはは耐耐震震補補強強工工事事のの経経済済的的負負担担がが

大大ききいいここととかからら、、家家具具のの転転倒倒防防止止支支援援をを行行ううここととでで、、地地震震のの際際にに命命をを守守れれるるよよううにに

取取りり組組みみをを進進めめてていいまますす。。  

  

 
【参考】家具の転倒・落下・移動防止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子「災害にそなえる ver.2」 
 
（２）１週間分以上の備蓄をする                      
○ 災害時には電気・ガス・水道等のライフラインが被害を受けるほか、物資の

供給が停滞します。水や食糧は最低 3 日分、できれば 7 日分を備蓄します。 
○ ローリング・ストック法を活用し上⼿に備蓄をします。 
○ ペットを飼うときは、飼い主の連絡先を記載した迷子札等の装着、水や餌等

ペット用避難用具の備蓄等をしましょう。 
○ 外出の際には水・食糧等をこまめに携行します。 
○ 慢性疾患を持つ家族がある場合には、症状に応じた医薬品等を準備します。 
○ 日頃より家庭でも携帯トイレ（凝固剤タイプ）を備蓄します。 
○ 携帯トイレ（凝固剤タイプ）の使用訓練をします。 
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【参考】ローリング・ストック法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子「災害にそなえる ver.2」 
 

＊市の取り組み＊  

  南南海海トトララフフ地地震震をを想想定定しし、、発発災災後後１１日日分分のの食食料料のの備備蓄蓄ををししてていいまますす。。ままたた、、そそ

のの他他ににももススーーパパーーママーーケケッットト等等ととのの災災害害協協定定にによよりり被被災災者者にに配配布布ででききるるよようう体体制制

のの整整備備をを進進めめてていいまますす。。たただだしし、、発発災災後後すすぐぐににはは支支援援ででききなないいこことともも考考ええらられれるる

ここととかからら、、ロローーリリンンググ・・スストトッックク法法等等にによよるる家家庭庭備備蓄蓄をを進進めめままししょょうう。。  

  

 
（３）家族防災会議を行う                         
○ 平時から安否確認の方法や一時的な避難場所、避難所をどこにするか家族で

話し合っておきましょう。 
○ 旅行や出張時には出先の避難所を調べておきます。 
○ 家族みんなで災害伝言ダイヤル（171）の体験使用をします。災害伝言ダイ

ヤルは毎月 1 日、15 日等体験日があります。 
○ 災害時にはペットも一緒に避難することを想定して、平時からペットのしつ

けや健康管理を行います。 
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＊市の取り組み＊  

6655 歳歳以以上上ののみみのの高高齢齢者者ののみみのの世世帯帯等等ににととっっててはは耐耐震震補補強強工工事事のの経経済済的的負負担担がが

大大ききいいここととかからら、、家家具具のの転転倒倒防防止止支支援援をを行行ううここととでで、、地地震震のの際際にに命命をを守守れれるるよよううにに

取取りり組組みみをを進進めめてていいまますす。。  

  

 
【参考】家具の転倒・落下・移動防止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子「災害にそなえる ver.2」 
 
（２）１週間分以上の備蓄をする                      
○ 災害時には電気・ガス・水道等のライフラインが被害を受けるほか、物資の

供給が停滞します。水や食糧は最低 3 日分、できれば 7 日分を備蓄します。 
○ ローリング・ストック法を活用し上⼿に備蓄をします。 
○ ペットを飼うときは、飼い主の連絡先を記載した迷子札等の装着、水や餌等

ペット用避難用具の備蓄等をしましょう。 
○ 外出の際には水・食糧等をこまめに携行します。 
○ 慢性疾患を持つ家族がある場合には、症状に応じた医薬品等を準備します。 
○ 日頃より家庭でも携帯トイレ（凝固剤タイプ）を備蓄します。 
○ 携帯トイレ（凝固剤タイプ）の使用訓練をします。 
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【参考】ローリング・ストック法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子「災害にそなえる ver.2」 
 

＊市の取り組み＊  

  南南海海トトララフフ地地震震をを想想定定しし、、発発災災後後１１日日分分のの食食料料のの備備蓄蓄ををししてていいまますす。。ままたた、、そそ

のの他他ににももススーーパパーーママーーケケッットト等等ととのの災災害害協協定定にによよりり被被災災者者にに配配布布ででききるるよようう体体制制

のの整整備備をを進進めめてていいまますす。。たただだしし、、発発災災後後すすぐぐににはは支支援援ででききなないいこことともも考考ええらられれるる

ここととかからら、、ロローーリリンンググ・・スストトッックク法法等等にによよるる家家庭庭備備蓄蓄をを進進めめままししょょうう。。  

  

 
（３）家族防災会議を行う                         
○ 平時から安否確認の方法や一時的な避難場所、避難所をどこにするか家族で

話し合っておきましょう。 
○ 旅行や出張時には出先の避難所を調べておきます。 
○ 家族みんなで災害伝言ダイヤル（171）の体験使用をします。災害伝言ダイ

ヤルは毎月 1 日、15 日等体験日があります。 
○ 災害時にはペットも一緒に避難することを想定して、平時からペットのしつ

けや健康管理を行います。 
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－４：情報を入手する方法を知る               

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 

 

（１）防災情報を知る                           
○ 気象庁が発表する防災気象情報により、市は危険な状況になったと判断した場合に

避難情報等を発令します。 

○ あらかじめ防災気象情報の意味を知っておくことが、行動につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気象庁ホームページ 
 
（２）防災情報を入手する                         
○ テレビやラジオ、インターネット、防災行政無線、メール等、多くの方法で

情報を入⼿します。 
○ 市又は各関係機関に通報する電話番号の確認をします。 

情報を入手する方法を知る
１．防災情報を知る

２．防災情報を入手する
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○ 松阪市防災情報メールへの登録をします。 
○ 通信事業者等のホームページ等により、緊急速報メールの報知音を視聴しま

す。 
○ 防災みえ.jp への登録をし、気象情報や河川水位情報を入⼿します。 
○ 日頃より防災情報の入⼿先を確認し、正しい情報を入⼿します。 
 

＊市の取り組み＊ 

  市市でではは、、市市民民ののみみななささんんかかららのの通通報報専専用用のの電電話話ととししてて災災害害対対策策本本部部専専用用電電話話をを

設設置置ししてていいまますす。。（（☛☛：：３３－－１１－－１１  災災害害対対策策本本部部のの立立ちち上上げげ））  

  松松阪阪市市災災害害対対策策本本部部  TTEELL：：00559988--2222--44770000（（2244 時時間間通通報報受受付付））  

  

 

＊市の取り組み＊ 

市市でではは危危険険がが差差しし迫迫っってていいるる等等のの緊緊急急時時ににはは、、緊緊急急速速報報メメーールル（（エエリリアアメメーー

ルル））やや防防災災行行政政無無線線をを使使っってて避避難難をを呼呼びびかかけけまますす。。  

ままたた、、そそのの他他ににもも災災害害がが発発生生ししててかかららのの被被災災者者支支援援情情報報やや平平時時ににおおけけるる防防災災情情

報報のの提提供供ののたためめ、、松松阪阪市市防防災災情情報報メメーールルのの運運用用ををししてていいまますす。。  

  

【【登登録録方方法法】】  

①①  bboouussaaii..mmaattssuussaakkaa--cciittyy@@rraaiiddeenn..kkttaaiiwwoorrkk..jjpp へへ空空メメーールルをを送送りりまますす。。  

②②  設設定定用用メメーールルがが返返信信さされれまますすののでで、、設設定定画画面面にに従従っってて登登録録ををししまますす。。  

  

 
＊県の取り組み＊ 

県県でではは災災害害時時のの緊緊急急情情報報やや気気象象情情報報、、ラライイフフラライインン情情報報等等ををホホーームムペペーージジ「「防防

災災みみええ..jjpp」」でで公公開開ししてていいまますす。。ままたた、、注注意意報報やや警警報報、、河河川川水水位位等等のの情情報報ををメメーールル

配配信信すするるササーービビススをを実実施施ししてていいまますす。。  

  

【【登登録録方方法法】】  

①①  aa@@bboossaaiimmiiee..jjpp へへ空空メメーールルをを送送りりまますす。。  

②②  設設定定用用メメーールルがが返返信信さされれまますすののでで、、設設定定画画面面にに従従っってて登登録録ををししまますす。。  
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－４：情報を入手する方法を知る               

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 

 

（１）防災情報を知る                           
○ 気象庁が発表する防災気象情報により、市は危険な状況になったと判断した場合に

避難情報等を発令します。 

○ あらかじめ防災気象情報の意味を知っておくことが、行動につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気象庁ホームページ 
 
（２）防災情報を入手する                         
○ テレビやラジオ、インターネット、防災行政無線、メール等、多くの方法で

情報を入⼿します。 
○ 市又は各関係機関に通報する電話番号の確認をします。 

情報を入手する方法を知る
１．防災情報を知る

２．防災情報を入手する
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○ 松阪市防災情報メールへの登録をします。 
○ 通信事業者等のホームページ等により、緊急速報メールの報知音を視聴しま

す。 
○ 防災みえ.jp への登録をし、気象情報や河川水位情報を入⼿します。 
○ 日頃より防災情報の入⼿先を確認し、正しい情報を入⼿します。 
 

＊市の取り組み＊ 

  市市でではは、、市市民民ののみみななささんんかかららのの通通報報専専用用のの電電話話ととししてて災災害害対対策策本本部部専専用用電電話話をを

設設置置ししてていいまますす。。（（☛☛：：３３－－１１－－１１  災災害害対対策策本本部部のの立立ちち上上げげ））  

  松松阪阪市市災災害害対対策策本本部部  TTEELL：：00559988--2222--44770000（（2244 時時間間通通報報受受付付））  

  

 

＊市の取り組み＊ 

市市でではは危危険険がが差差しし迫迫っってていいるる等等のの緊緊急急時時ににはは、、緊緊急急速速報報メメーールル（（エエリリアアメメーー

ルル））やや防防災災行行政政無無線線をを使使っってて避避難難をを呼呼びびかかけけまますす。。  

ままたた、、そそのの他他ににもも災災害害がが発発生生ししててかかららのの被被災災者者支支援援情情報報やや平平時時ににおおけけるる防防災災情情

報報のの提提供供ののたためめ、、松松阪阪市市防防災災情情報報メメーールルのの運運用用ををししてていいまますす。。  

  

【【登登録録方方法法】】  

①①  bboouussaaii..mmaattssuussaakkaa--cciittyy@@rraaiiddeenn..kkttaaiiwwoorrkk..jjpp へへ空空メメーールルをを送送りりまますす。。  

②②  設設定定用用メメーールルがが返返信信さされれまますすののでで、、設設定定画画面面にに従従っってて登登録録ををししまますす。。  

  

 
＊県の取り組み＊ 

県県でではは災災害害時時のの緊緊急急情情報報やや気気象象情情報報、、ラライイフフラライインン情情報報等等ををホホーームムペペーージジ「「防防

災災みみええ..jjpp」」でで公公開開ししてていいまますす。。ままたた、、注注意意報報やや警警報報、、河河川川水水位位等等のの情情報報ををメメーールル

配配信信すするるササーービビススをを実実施施ししてていいまますす。。  

  

【【登登録録方方法法】】  

①①  aa@@bboossaaiimmiiee..jjpp へへ空空メメーールルをを送送りりまますす。。  

②②  設設定定用用メメーールルがが返返信信さされれまますすののでで、、設設定定画画面面にに従従っってて登登録録ををししまますす。。  
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－５：安全な避難行動を確認する               

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 

（１）安全な避難場所を把握しておく                    
○ ハザードマップを確認し、安全な退避先と避難経路の把握をします。 
○ 市が指定する退避先以外にも、安全な場所を日頃より把握しておきます。 
○ 避難所マップを確認し、いつ、どこへ避難するか日頃から検討しておきます。 
○ 避難途中に被災しないよう、実際の避難経路を歩いて危険な場所を把握しま

す。特に低い場所を通る場合や河川を渡る場合、ブロック塀の横や狭い道を
避けるようにします。また、冠水すると道路なのか溝なのかわからなくなる
ため、溝やマンホールの位置も注意して把握しておきます。 

 
＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

市市でではは、、よよりり安安全全性性がが高高いいとと考考ええらられれるる退退避避先先をを災災害害のの種種類類別別にに指指定定ををししてていい

まますす。。いいつつもも避避難難ししてていいるる場場所所ががいいつつもも安安全全ととはは限限ららなないいののでで、、災災害害のの種種類類にによよ

っってて指指定定がが異異ななるるここととにに留留意意ししててくくだだささいい。。  

  市市でではは避避難難所所ママッッププをを作作成成・・配配布布ししてていいまますすののでで、、一一度度ごご確確認認くくだだささいい。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

松松阪阪市市避避難難所所ママッッププ  

hhttttpp::////wwwwww..cciittyy..mmaattssuussaakkaa..mmiiee..jjpp//ssiittee//bboouussaaii//hhiinnaannmmaapp..hhttmmll  

  

  

安全な避難行動を確認する

１．安全な避難場所を把握しておく

２．安全な避難行動を知る

３．地域の避難訓練に参加する
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（２）安全な避難行動を知る                        
○ 避難情報等の発令時には小中学校の体育館等へ避難することが一般的でよ

くある事例でしたが、安全性を確認せずに最寄りの避難所へ避難した結果、
被災した事例もありました。 

○ そのため、市が避難情報等を発令した場合でも、立ち退き避難が危険をとも
なう場合には、屋内安全確保（待避又は垂直避難）を優先します。 

○ 適切な避難行動のためには、市⺠が自ら情報を収集し、とるべき行動を判断
していく必要があります。 

○ 平時より住⺠自治協議会や自治会は消防団や⺠生委員等と連携し、水害時の
避難行動について、市の出前講座や NPO 等を活用して情報の収集や避難の
判断等についてのワークショップや訓練等を繰り返し行うことが必要です。 

 
【参考】水平避難と垂直避難の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子「災害にそなえる ver.2」 
 

（３）地域の避難訓練に参加する                      
○ 地域が実施する避難訓練に積極的に参加します。 
○ 避難訓練の際には、実際に災害が発生したことをイメージしながら、避難経

路や危険な場所、安全な場所の確認を行います。また、避難に要した時間も
測るようにします。 
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－５：安全な避難行動を確認する               

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 

（１）安全な避難場所を把握しておく                    
○ ハザードマップを確認し、安全な退避先と避難経路の把握をします。 
○ 市が指定する退避先以外にも、安全な場所を日頃より把握しておきます。 
○ 避難所マップを確認し、いつ、どこへ避難するか日頃から検討しておきます。 
○ 避難途中に被災しないよう、実際の避難経路を歩いて危険な場所を把握しま

す。特に低い場所を通る場合や河川を渡る場合、ブロック塀の横や狭い道を
避けるようにします。また、冠水すると道路なのか溝なのかわからなくなる
ため、溝やマンホールの位置も注意して把握しておきます。 

 
＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

市市でではは、、よよりり安安全全性性がが高高いいとと考考ええらられれるる退退避避先先をを災災害害のの種種類類別別にに指指定定ををししてていい

まますす。。いいつつもも避避難難ししてていいるる場場所所ががいいつつもも安安全全ととはは限限ららなないいののでで、、災災害害のの種種類類にによよ

っってて指指定定がが異異ななるるここととにに留留意意ししててくくだだささいい。。  

  市市でではは避避難難所所ママッッププをを作作成成・・配配布布ししてていいまますすののでで、、一一度度ごご確確認認くくだだささいい。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

松松阪阪市市避避難難所所ママッッププ  

hhttttpp::////wwwwww..cciittyy..mmaattssuussaakkaa..mmiiee..jjpp//ssiittee//bboouussaaii//hhiinnaannmmaapp..hhttmmll  

  

  

安全な避難行動を確認する

１．安全な避難場所を把握しておく

２．安全な避難行動を知る

３．地域の避難訓練に参加する
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（２）安全な避難行動を知る                        
○ 避難情報等の発令時には小中学校の体育館等へ避難することが一般的でよ

くある事例でしたが、安全性を確認せずに最寄りの避難所へ避難した結果、
被災した事例もありました。 

○ そのため、市が避難情報等を発令した場合でも、立ち退き避難が危険をとも
なう場合には、屋内安全確保（待避又は垂直避難）を優先します。 

○ 適切な避難行動のためには、市⺠が自ら情報を収集し、とるべき行動を判断
していく必要があります。 

○ 平時より住⺠自治協議会や自治会は消防団や⺠生委員等と連携し、水害時の
避難行動について、市の出前講座や NPO 等を活用して情報の収集や避難の
判断等についてのワークショップや訓練等を繰り返し行うことが必要です。 

 
【参考】水平避難と垂直避難の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子「災害にそなえる ver.2」 
 

（３）地域の避難訓練に参加する                      
○ 地域が実施する避難訓練に積極的に参加します。 
○ 避難訓練の際には、実際に災害が発生したことをイメージしながら、避難経

路や危険な場所、安全な場所の確認を行います。また、避難に要した時間も
測るようにします。 
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－６：地域における防災活動                 

◆市民の取り組み（自助・共助） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１）人材の育成                             
○ 防災士の資格取得等、一定の防災知識と技能を習得した人材を育成します。

特に、女性の人材を積極的に育成します。 
○ 特に地域防災のリーダーとなる役員は市や県が実施する研修会等に積極的

に参加します。 
○ 地域における防災活動において育成した人材を活用します。 
 

＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

市市でではは、、住住民民自自治治協協議議会会をを対対象象にに、、防防災災士士等等のの資資格格取取得得にに対対しし受受講講料料にに対対すするる

補補助助ををししてていいまますす。。  

  

 
＊＊県県のの取取りり組組みみ＊＊  

県県でではは、、三三重重大大学学とと共共同同設設立立ししたた「「みみええ防防災災・・減減災災セセンンタターー」」ににおおいいてて、、地地域域

防防災災力力のの向向上上をを目目指指ししてて、、「「ちちかからら・・いいののちち・・ききずずななププロロジジェェククトト」」等等をを通通じじ

てて、、自自主主防防災災組組織織やや消消防防団団のの人人材材育育成成やや充充実実強強化化をを実実施施ししてていいまますす。。  

  

 
（２）地域での防災マップの作成                      
○ 市が作成するハザードマップをもとに、退避先等の安全な場所を選定し、そ

こに至るまでの安全な避難経路を検討し、防災マップの作成をします。 

地域における防災活動

１．人材の育成

２．地域での防災マップの作成

３．地区防災計画の策定

４．避難ルールの策定と避難訓練の実施

５．みんなで避難所運営を考える

６．資機材の点検・更新
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○ 避難途中での被災を避けるため、洪水や土砂災害の危険な場所の確認を行い
ます。 

○ 地震・津波発生時の危険な場所の確認を行います。 
 
 

＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

市市でではは、、住住民民自自治治協協議議会会をを対対象象にに、、防防災災ママッッププのの作作成成にに対対すするる補補助助ををししてていいまま

すす。。  

ままたた、、危危険険なな場場所所のの確確認認等等でで注注意意すするる点点ななどど市市かからら指指導導・・助助言言等等がが必必要要なな場場合合にに

はは地地域域のの取取りり組組みみをを支支援援ししまますす。。  

  

 
＊＊県県のの取取りり組組みみ＊＊  

  津津波波かからら県県民民のの命命をを守守るるたためめ、、「「MMyy ままっっぷぷラランン」」のの取取りり組組みみをを進進めめてていいまますす。。

津津波波発発生生時時のの避避難難経経路路ををああららかかじじめめ住住民民がが確確認認ししてて記記入入しし、、地地域域でで共共有有ををししまますす。。  

  

 
 

（３）地区防災計画の策定                     
○ 地域防災力の向上とコミュニティの活性化のため、住⺠自治協議会を中心に

地区防災計画の策定をします。 
○ 地区防災計画の策定においては、地域でスローガンを掲げる等、分かりやす

くて記憶に残りやすいものとします。 
○ 策定後は防災訓練等を通じ、計画を地域に根付かせる取り組みを行います。

また、災害対策基本法に基づき、市の地域防災計画への計画提案をすること
により、市と一体となって計画を実行していきます。 

 

＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

地地域域向向けけのの定定期期的的ななセセミミナナーー等等をを開開催催しし、、地地区区防防災災計計画画のの取取りり組組みみのの先先進進事事例例

等等のの情情報報提提供供をを図図りり、、地地区区防防災災計計画画策策定定をを促促進進ししまますす。。  

ままたた、、地地域域ににおおけけるる防防災災力力をを高高めめるるたためめ、、市市内内のの地地区区居居住住者者等等かからら地地区区防防災災計計

画画のの提提案案ががああっったた場場合合、、防防災災会会議議のの議議題題ととししててととりりああげげ、、十十分分なな審審査査をを行行いい地地域域

防防災災計計画画にに地地区区防防災災計計画画をを定定めめるるここととをを検検討討ししまますす。。  

地地区区防防災災計計画画のの策策定定方方法法がが分分かかららなないい場場合合ににはは策策定定ににおおけけるる指指導導・・助助言言等等をを行行

いい、、地地域域のの取取りり組組みみをを支支援援ししまますす。。  
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－６：地域における防災活動                 

◆市民の取り組み（自助・共助） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１）人材の育成                             
○ 防災士の資格取得等、一定の防災知識と技能を習得した人材を育成します。

特に、女性の人材を積極的に育成します。 
○ 特に地域防災のリーダーとなる役員は市や県が実施する研修会等に積極的

に参加します。 
○ 地域における防災活動において育成した人材を活用します。 
 

＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

市市でではは、、住住民民自自治治協協議議会会をを対対象象にに、、防防災災士士等等のの資資格格取取得得にに対対しし受受講講料料にに対対すするる

補補助助ををししてていいまますす。。  

  

 
＊＊県県のの取取りり組組みみ＊＊  

県県でではは、、三三重重大大学学とと共共同同設設立立ししたた「「みみええ防防災災・・減減災災セセンンタターー」」ににおおいいてて、、地地域域

防防災災力力のの向向上上をを目目指指ししてて、、「「ちちかからら・・いいののちち・・ききずずななププロロジジェェククトト」」等等をを通通じじ

てて、、自自主主防防災災組組織織やや消消防防団団のの人人材材育育成成やや充充実実強強化化をを実実施施ししてていいまますす。。  

  

 
（２）地域での防災マップの作成                      
○ 市が作成するハザードマップをもとに、退避先等の安全な場所を選定し、そ

こに至るまでの安全な避難経路を検討し、防災マップの作成をします。 

地域における防災活動

１．人材の育成

２．地域での防災マップの作成

３．地区防災計画の策定

４．避難ルールの策定と避難訓練の実施

５．みんなで避難所運営を考える

６．資機材の点検・更新
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○ 避難途中での被災を避けるため、洪水や土砂災害の危険な場所の確認を行い
ます。 

○ 地震・津波発生時の危険な場所の確認を行います。 
 
 

＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

市市でではは、、住住民民自自治治協協議議会会をを対対象象にに、、防防災災ママッッププのの作作成成にに対対すするる補補助助ををししてていいまま

すす。。  

ままたた、、危危険険なな場場所所のの確確認認等等でで注注意意すするる点点ななどど市市かからら指指導導・・助助言言等等がが必必要要なな場場合合にに

はは地地域域のの取取りり組組みみをを支支援援ししまますす。。  

  

 
＊＊県県のの取取りり組組みみ＊＊  

  津津波波かからら県県民民のの命命をを守守るるたためめ、、「「MMyy ままっっぷぷラランン」」のの取取りり組組みみをを進進めめてていいまますす。。

津津波波発発生生時時のの避避難難経経路路ををああららかかじじめめ住住民民がが確確認認ししてて記記入入しし、、地地域域でで共共有有ををししまますす。。  

  

 
 

（３）地区防災計画の策定                     
○ 地域防災力の向上とコミュニティの活性化のため、住⺠自治協議会を中心に

地区防災計画の策定をします。 
○ 地区防災計画の策定においては、地域でスローガンを掲げる等、分かりやす

くて記憶に残りやすいものとします。 
○ 策定後は防災訓練等を通じ、計画を地域に根付かせる取り組みを行います。

また、災害対策基本法に基づき、市の地域防災計画への計画提案をすること
により、市と一体となって計画を実行していきます。 

 

＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

地地域域向向けけのの定定期期的的ななセセミミナナーー等等をを開開催催しし、、地地区区防防災災計計画画のの取取りり組組みみのの先先進進事事例例

等等のの情情報報提提供供をを図図りり、、地地区区防防災災計計画画策策定定をを促促進進ししまますす。。  

ままたた、、地地域域ににおおけけるる防防災災力力をを高高めめるるたためめ、、市市内内のの地地区区居居住住者者等等かからら地地区区防防災災計計

画画のの提提案案ががああっったた場場合合、、防防災災会会議議のの議議題題ととししててととりりああげげ、、十十分分なな審審査査をを行行いい地地域域

防防災災計計画画にに地地区区防防災災計計画画をを定定めめるるここととをを検検討討ししまますす。。  

地地区区防防災災計計画画のの策策定定方方法法がが分分かかららなないい場場合合ににはは策策定定ににおおけけるる指指導導・・助助言言等等をを行行

いい、、地地域域のの取取りり組組みみをを支支援援ししまますす。。  
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（４）避難ルールの策定と避難訓練の実施                  
○ 東日本大震災において自動車で津波から避難した結果、被災し、犠牲者が多

く発生した教訓から、特に津波発生時には徒歩での避難を原則とすることを
共有します。 

○ やむを得ず自動車での避難をすることについてはルールを定め、地域住⺠で
共有します。 

○ 地区で津波避難計画を策定し、避難時のルール等について地域に根付かせる
取り組みを行います。 

○ あらかじめ作成した防災マップ等をもとに、安全な場所への避難訓練をしま
す。 

○ 避難行動要支援者も訓練に参加するように支援者等に協力を求め、みんなで
避難訓練をします。 

 
 

（５）みんなで避難所運営を考える                 
○ 各住⺠自治協議会を中心に「避難所運営ゲーム（HUG）」の取り組みを進め

ます。 
○ 地域で避難所の運営について話し合いをしておきます。 
○ 避難所運営について話し合うときは、女性が必ず検討に加わるとともに、高

齢者、子ども、妊産婦、障がいのある方が一緒になって検討します。 
○ 市の避難所運営マニュアルを基本とし、避難所ごとに運営マニュアルを作成

します。 
○ 避難所外避難者を想定したマニュアルの作成及び実践的な運営訓練を実施

します。 
○ 地域の避難所で帰宅困難者の受入・支援について検討します。 
○ 避難所の使用スペースや使用できない場所等を事前に学校と協議します。 
 

＊市の取り組み＊ 

避避難難所所にによよっっててススペペーーススのの使使いい方方がが異異ななりりまますす。。地地域域でで避避難難所所ののレレイイアアウウトトやや

役役割割等等ををああららかかじじめめ検検討討ししややすすくくななるるよようう、、市市でではは「「松松阪阪市市避避難難所所運運営営ママニニュュアア

ルル（（基基本本モモデデルル））」」をを作作成成・・公公表表ししてていいまますす。。  

  

 
 
（６）資機材の点検・更新                         
○ 地域でも災害時に活用可能な資機材等を備蓄・確認します。 
○ 地域の防災訓練等で資機材等の使用方法を確認します。なお、防災訓練等で

使用する場合には消防団等が安全管理を行うようにします。 
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＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

市市でではは、、単単位位自自治治会会等等をを対対象象にに、、防防災災資資機機材材のの追追加加配配備備やや修修繕繕にに対対すするる補補助助をを

ししてていいまますす。。  
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（４）避難ルールの策定と避難訓練の実施                  
○ 東日本大震災において自動車で津波から避難した結果、被災し、犠牲者が多

く発生した教訓から、特に津波発生時には徒歩での避難を原則とすることを
共有します。 

○ やむを得ず自動車での避難をすることについてはルールを定め、地域住⺠で
共有します。 

○ 地区で津波避難計画を策定し、避難時のルール等について地域に根付かせる
取り組みを行います。 

○ あらかじめ作成した防災マップ等をもとに、安全な場所への避難訓練をしま
す。 

○ 避難行動要支援者も訓練に参加するように支援者等に協力を求め、みんなで
避難訓練をします。 

 
 

（５）みんなで避難所運営を考える                 
○ 各住⺠自治協議会を中心に「避難所運営ゲーム（HUG）」の取り組みを進め

ます。 
○ 地域で避難所の運営について話し合いをしておきます。 
○ 避難所運営について話し合うときは、女性が必ず検討に加わるとともに、高

齢者、子ども、妊産婦、障がいのある方が一緒になって検討します。 
○ 市の避難所運営マニュアルを基本とし、避難所ごとに運営マニュアルを作成

します。 
○ 避難所外避難者を想定したマニュアルの作成及び実践的な運営訓練を実施

します。 
○ 地域の避難所で帰宅困難者の受入・支援について検討します。 
○ 避難所の使用スペースや使用できない場所等を事前に学校と協議します。 
 

＊市の取り組み＊ 

避避難難所所にによよっっててススペペーーススのの使使いい方方がが異異ななりりまますす。。地地域域でで避避難難所所ののレレイイアアウウトトやや

役役割割等等ををああららかかじじめめ検検討討ししややすすくくななるるよようう、、市市でではは「「松松阪阪市市避避難難所所運運営営ママニニュュアア

ルル（（基基本本モモデデルル））」」をを作作成成・・公公表表ししてていいまますす。。  

  

 
 
（６）資機材の点検・更新                         
○ 地域でも災害時に活用可能な資機材等を備蓄・確認します。 
○ 地域の防災訓練等で資機材等の使用方法を確認します。なお、防災訓練等で

使用する場合には消防団等が安全管理を行うようにします。 
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＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

市市でではは、、単単位位自自治治会会等等をを対対象象にに、、防防災災資資機機材材のの追追加加配配備備やや修修繕繕にに対対すするる補補助助をを

ししてていいまますす。。  
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－７：協働による防災まちづくり              

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 

（１）地域間連携                              

○ 管轄する地域を超えた広域での避難や地域外の住⺠の受入等が想定される
ため、平素より近隣地域との連携を深め、協働で研修会や防災訓練の実施を
します。 

 
（２）受援力を高める                           

○ 地域において防災ボランティア活動を受け入れることは住⺠の生活再建や
復興を早めることにつながるため、地域で防災ボランティアに対する理解を
深めます。 

○ 平時から地域の情報整理（地域の危険箇所の把握や防災マップづくり等）を
行い、土地勘のないボランティアでも受入をしやすくします。 

○ ボランティアにお⼿伝いのお願いをする際には、身の回りの状況や誰が困っ
ているのかといった地域の状況をできるだけ具体的に伝える必要があるこ
とから、市や社会福祉協議会と連携し、地域住⺠の支援ニーズを把握する訓
練等を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内閣府（防災担当）「地域の受援力を高めるために」 

協働による防災まちづくり

１．地域間連携

２．受援力を高める

３．避難行動要支援者への支援対策

≪≪行行動動計計画画編編≫≫  
第第１１章章  自自助助・・共共助助  

  

- 64 - 

 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

第
１
章 

自
助
・
共
助 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

（３）避難行動要支援者への支援対策                    
○ 高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児等の自力での避難が困難な方は、「地域

で声かけ助け合い制度」の登録を行います。また、地域は市から名簿の提供
があった場合には適正な保管・引継ぎ、消防団との共有を・連携を図ります。 

○ 上記の制度（本人からの申出）とは別に、市より提供された避難行動要支援
者名簿（市が抽出し、本人より名簿提供の同意を得たもの）の適正な保管・
引継ぎをします。 

○ 地域の避難行動要支援者の支援について、住⺠自治協議会や自治会等との話
し合いをしておきます。 

○ 避難行動要支援者も訓練に参加するように支援者等に協力を求め、みんなで
避難訓練をします。 

 
＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

災災害害時時要要援援護護者者避避難難支支援援制制度度（（地地域域でで声声かかけけ助助けけ合合いい制制度度））のの運運用用ををしし、、手手上上

げげにによよるる申申出出ががああっったた災災害害時時要要援援護護者者のの名名簿簿作作成成とと消消防防団団等等ととのの情情報報共共有有ををししてて

いいまますす。。  

ままたた、、災災害害対対策策基基本本法法でで義義務務付付けけらられれてていいるる避避難難行行動動要要支支援援者者名名簿簿をを作作成成しし、、

同同意意がが得得らられれたた要要支支援援者者ににつついいててはは地地域域とと共共有有しし、、支支援援ににつついいてて検検討討すするる取取りり組組

みみをを進進めめまますす。。  

  

【【避避難難行行動動要要支支援援者者のの定定義義】】  

  ①①  7755 歳歳以以上上ののひひととりり暮暮ららししのの方方  

  ②②  8800 歳歳以以上上のの高高齢齢者者ののみみでで構構成成さされれるる世世帯帯のの方方  

  ③③  介介護護保保険険法法にに規規定定すするる要要介介護護認認定定ににおおいいてて要要介介護護 33 以以上上のの認認定定をを受受けけてていい

るる方方  

  ④④  身身体体障障害害者者福福祉祉法法にに規規定定すするる身身体体障障害害者者手手帳帳のの交交付付をを受受けけ、、障障ががいい 11～～22

級級にに該該当当すするる方方（（内内部部障障ががいいをを除除くく。。たただだしし、、呼呼吸吸器器系系はは含含むむ。。））  

  ⑤⑤  療療育育手手帳帳のの交交付付をを受受けけ、、記記載載さされれたた障障ががいいのの程程度度区区分分ののううちち、、AA11 又又はは

AA22 のの判判定定をを受受けけたた方方  

  ⑥⑥  精精神神保保健健及及びび精精神神障障害害者者福福祉祉にに関関すするる法法律律にに規規定定すするる精精神神障障害害者者保保健健福福祉祉

手手帳帳のの交交付付をを受受けけ 11 級級にに該該当当すするる方方  

  ⑦⑦  上上記記のの要要件件にに該該当当ししなないい高高齢齢者者やや障障ががいい者者、、難難病病患患者者、、乳乳幼幼児児、、妊妊産産婦婦等等

のの災災害害発発生生時時にに避避難難情情報報のの入入手手やや避避難難のの判判断断、、避避難難行行動動をを自自らら行行ううここととがが

困困難難なな方方でで、、自自らら避避難難行行動動要要支支援援者者ででああるるここととをを申申しし出出たた方方  
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１ 日頃から市民がしておくべきこと 

１－１－７：協働による防災まちづくり              

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 

（１）地域間連携                              

○ 管轄する地域を超えた広域での避難や地域外の住⺠の受入等が想定される
ため、平素より近隣地域との連携を深め、協働で研修会や防災訓練の実施を
します。 

 
（２）受援力を高める                           

○ 地域において防災ボランティア活動を受け入れることは住⺠の生活再建や
復興を早めることにつながるため、地域で防災ボランティアに対する理解を
深めます。 

○ 平時から地域の情報整理（地域の危険箇所の把握や防災マップづくり等）を
行い、土地勘のないボランティアでも受入をしやすくします。 

○ ボランティアにお⼿伝いのお願いをする際には、身の回りの状況や誰が困っ
ているのかといった地域の状況をできるだけ具体的に伝える必要があるこ
とから、市や社会福祉協議会と連携し、地域住⺠の支援ニーズを把握する訓
練等を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内閣府（防災担当）「地域の受援力を高めるために」 

協働による防災まちづくり

１．地域間連携

２．受援力を高める

３．避難行動要支援者への支援対策

≪≪行行動動計計画画編編≫≫  
第第１１章章  自自助助・・共共助助  

  

- 64 - 

 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

第
１
章 

自
助
・
共
助 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

（３）避難行動要支援者への支援対策                    
○ 高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児等の自力での避難が困難な方は、「地域

で声かけ助け合い制度」の登録を行います。また、地域は市から名簿の提供
があった場合には適正な保管・引継ぎ、消防団との共有を・連携を図ります。 

○ 上記の制度（本人からの申出）とは別に、市より提供された避難行動要支援
者名簿（市が抽出し、本人より名簿提供の同意を得たもの）の適正な保管・
引継ぎをします。 

○ 地域の避難行動要支援者の支援について、住⺠自治協議会や自治会等との話
し合いをしておきます。 

○ 避難行動要支援者も訓練に参加するように支援者等に協力を求め、みんなで
避難訓練をします。 

 
＊＊市市のの取取りり組組みみ＊＊  

災災害害時時要要援援護護者者避避難難支支援援制制度度（（地地域域でで声声かかけけ助助けけ合合いい制制度度））のの運運用用ををしし、、手手上上

げげにによよるる申申出出ががああっったた災災害害時時要要援援護護者者のの名名簿簿作作成成とと消消防防団団等等ととのの情情報報共共有有ををししてて

いいまますす。。  

ままたた、、災災害害対対策策基基本本法法でで義義務務付付けけらられれてていいるる避避難難行行動動要要支支援援者者名名簿簿をを作作成成しし、、

同同意意がが得得らられれたた要要支支援援者者ににつついいててはは地地域域とと共共有有しし、、支支援援ににつついいてて検検討討すするる取取りり組組

みみをを進進めめまますす。。  

  

【【避避難難行行動動要要支支援援者者のの定定義義】】  

  ①①  7755 歳歳以以上上ののひひととりり暮暮ららししのの方方  

  ②②  8800 歳歳以以上上のの高高齢齢者者ののみみでで構構成成さされれるる世世帯帯のの方方  

  ③③  介介護護保保険険法法にに規規定定すするる要要介介護護認認定定ににおおいいてて要要介介護護 33 以以上上のの認認定定をを受受けけてていい

るる方方  

  ④④  身身体体障障害害者者福福祉祉法法にに規規定定すするる身身体体障障害害者者手手帳帳のの交交付付をを受受けけ、、障障ががいい 11～～22

級級にに該該当当すするる方方（（内内部部障障ががいいをを除除くく。。たただだしし、、呼呼吸吸器器系系はは含含むむ。。））  

  ⑤⑤  療療育育手手帳帳のの交交付付をを受受けけ、、記記載載さされれたた障障ががいいのの程程度度区区分分ののううちち、、AA11 又又はは

AA22 のの判判定定をを受受けけたた方方  

  ⑥⑥  精精神神保保健健及及びび精精神神障障害害者者福福祉祉にに関関すするる法法律律にに規規定定すするる精精神神障障害害者者保保健健福福祉祉

手手帳帳のの交交付付をを受受けけ 11 級級にに該該当当すするる方方  

  ⑦⑦  上上記記のの要要件件にに該該当当ししなないい高高齢齢者者やや障障ががいい者者、、難難病病患患者者、、乳乳幼幼児児、、妊妊産産婦婦等等

のの災災害害発発生生時時にに避避難難情情報報のの入入手手やや避避難難のの判判断断、、避避難難行行動動をを自自らら行行ううここととがが

困困難難なな方方でで、、自自らら避避難難行行動動要要支支援援者者ででああるるここととをを申申しし出出たた方方  
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２ 発災後に市民がするべきこと 

１－２－１：命を守る避難行動                  

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 

（１）地震から身を守る                          

○ 緊急地震速報を見聞きしたら、震度 4 以上のゆれが発生する可能性が高いと
考え、すぐに自分の身を守る行動をとります。 

○ 直下型地震のときには緊急地震速報とほぼ同時に大きなゆれがおそうこと
があります。大きなゆれを感じたら低い姿勢をとり、頭を守る、テーブルの
下に身を寄せるなどの行動をとります。 

 
【参考】緊急地震速報の利用の心得 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：気象庁ホームページ 

命を守る避難行動

１．地震から身を守る

２．安全な場所へ避難する

３．要支援者をみんなで助ける
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（２）安全な場所へ避難する                     

① 地震・津波の時の避難 
○ 地震のゆれがおさまったら、火の元の確認をし、電気のブレーカーを切って

避難します。また、家族や近所の方の安否確認を行います。 
○ 大きな地震のあとは余震も発生します。できるだけ落下物のおそれがない広

い場所へ一時的に避難します。 
○ 強い地震やゆれが⻑い地震のあとは津波が発生するおそれがあります。携帯

電話やラジオ等で情報を集め、すぐに安全な場所へ避難します。 
 

② 風水害の時の避難 
○ 台風等の風水害は事前に予測することがある程度できます。テレビやラジオ

等で気象情報を確認し、早めの避難を心がけます。 
○ 避難途中で被災しないよう、市が指定する退避先等へいくときには、周囲の

状況をよく確認します。夜間やすでに道路が冠水している状況では避難情報
等が発令されていても、無理な移動はせず、屋内の 2 階等に留まるほうが安
全な場合もあります。 

○ 市が避難情報等で避難を呼びかけたときは、以下のいずれかの行動のうち、
最も安全と判断できる行動をとります。 

［参考］避難情報等の対象とする避難行動 
（１）退避先（指定緊急避難場所）への移動 
（２）（自宅等から移動しての）安全な場所への移動（親戚や友人の家等） 
（３）近隣の高い建物、強度の強い建物等への移動 
（４）屋内安全確保 

 
【参考】風水害時の避難行動のフロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     出典：松阪市防災啓発冊子 
       「災害にそなえる」ver.2 
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２ 発災後に市民がするべきこと 

１－２－１：命を守る避難行動                  

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 

（１）地震から身を守る                          

○ 緊急地震速報を見聞きしたら、震度 4 以上のゆれが発生する可能性が高いと
考え、すぐに自分の身を守る行動をとります。 

○ 直下型地震のときには緊急地震速報とほぼ同時に大きなゆれがおそうこと
があります。大きなゆれを感じたら低い姿勢をとり、頭を守る、テーブルの
下に身を寄せるなどの行動をとります。 

 
【参考】緊急地震速報の利用の心得 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：気象庁ホームページ 

命を守る避難行動

１．地震から身を守る

２．安全な場所へ避難する

３．要支援者をみんなで助ける
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① 地震・津波の時の避難 
○ 地震のゆれがおさまったら、火の元の確認をし、電気のブレーカーを切って

避難します。また、家族や近所の方の安否確認を行います。 
○ 大きな地震のあとは余震も発生します。できるだけ落下物のおそれがない広

い場所へ一時的に避難します。 
○ 強い地震やゆれが⻑い地震のあとは津波が発生するおそれがあります。携帯

電話やラジオ等で情報を集め、すぐに安全な場所へ避難します。 
 

② 風水害の時の避難 
○ 台風等の風水害は事前に予測することがある程度できます。テレビやラジオ

等で気象情報を確認し、早めの避難を心がけます。 
○ 避難途中で被災しないよう、市が指定する退避先等へいくときには、周囲の

状況をよく確認します。夜間やすでに道路が冠水している状況では避難情報
等が発令されていても、無理な移動はせず、屋内の 2 階等に留まるほうが安
全な場合もあります。 

○ 市が避難情報等で避難を呼びかけたときは、以下のいずれかの行動のうち、
最も安全と判断できる行動をとります。 

［参考］避難情報等の対象とする避難行動 
（１）退避先（指定緊急避難場所）への移動 
（２）（自宅等から移動しての）安全な場所への移動（親戚や友人の家等） 
（３）近隣の高い建物、強度の強い建物等への移動 
（４）屋内安全確保 

 
【参考】風水害時の避難行動のフロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     出典：松阪市防災啓発冊子 
       「災害にそなえる」ver.2 
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（３）要支援者をみんなで助ける                     
○ 東日本大震災では被災地全体の死者数のうち、高齢者の死者数が約 6 割で、

障がい者の死亡率は被災住⺠全体の死亡率の約 2 倍になりました。高齢者等
の避難に支援を要する方々をみんなで助けるようにします。  

○ 助ける側の支援者が犠牲になる事例も多くあったことから、事前に退避ルー
ルを作成するなど、地域で取り決めをしておきます。  
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２ 発災後に市民がするべきこと 

１－２－２：みんなで力を合わせる                  

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 

（１）みんなで救助する                          

○ 倒れている人や家屋の柱や梁、家具等の下敷きになった人を見つけたら、大
声で近くの人に協力を依頼し、みんなで助け合います。ジャッキやバール等
を使って救助します。ただし、四肢を⻑時間挟まれ、圧迫されている場合に
はクラッシュシンドロームのおそれもあることに留意し、救急搬送を優先し
ます。 

○ 負傷者が出た場合には消防署へ搬送要請をしますが、災害時には救急車の到
着が大幅に遅れることを想定し、ガーゼや清潔な布等で圧迫止血等の応急措
置をします。 

○ 救出活動を行うときはヘルメットの着用や消防団員が地域住⺠の安全管理
を行う等、二次災害を防止します。 

 
（２）被害情報の収集と通報                     
○ 地域で倒壊家屋やけが人、道路の被害等の被害情報をまとめ、市へ情報提供

を行います。 
○ 地域で災害による異常な現象や危険な場所を見かけたら、二次災害を防止す

るため、市に通報します。 
＊市の取り組み＊ 

  市市でではは、、大大雨雨警警報報等等がが発発表表さされれたた場場合合やや震震度度５５弱弱以以上上のの地地震震、、津津波波警警報報等等がが発発表表

さされれたた場場合合ににはは「「災災害害対対策策本本部部」」をを設設置置しし、、2244 時時間間通通報報のの受受付付等等をを行行いいまますす。。たた

だだしし、、人人命命のの救救助助要要請請やや二二次次災災害害のの危危険険性性がが高高いいななどど、、緊緊急急性性がが高高いい事事案案がが多多くく発発

生生ししてていいるる場場合合ににはは、、そそちちららをを優優先先ししてて活活動動をを行行ううここととががあありりまますす。。  

  

 

  

みんなで力を合わせる

１．みんなで救助する

２．被害情報の収集と通報

３．正しい情報を入手する
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（３）要支援者をみんなで助ける                     
○ 東日本大震災では被災地全体の死者数のうち、高齢者の死者数が約 6 割で、

障がい者の死亡率は被災住⺠全体の死亡率の約 2 倍になりました。高齢者等
の避難に支援を要する方々をみんなで助けるようにします。  

○ 助ける側の支援者が犠牲になる事例も多くあったことから、事前に退避ルー
ルを作成するなど、地域で取り決めをしておきます。  
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２ 発災後に市民がするべきこと 

１－２－２：みんなで力を合わせる                  

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 

 

（１）みんなで救助する                          

○ 倒れている人や家屋の柱や梁、家具等の下敷きになった人を見つけたら、大
声で近くの人に協力を依頼し、みんなで助け合います。ジャッキやバール等
を使って救助します。ただし、四肢を⻑時間挟まれ、圧迫されている場合に
はクラッシュシンドロームのおそれもあることに留意し、救急搬送を優先し
ます。 

○ 負傷者が出た場合には消防署へ搬送要請をしますが、災害時には救急車の到
着が大幅に遅れることを想定し、ガーゼや清潔な布等で圧迫止血等の応急措
置をします。 

○ 救出活動を行うときはヘルメットの着用や消防団員が地域住⺠の安全管理
を行う等、二次災害を防止します。 

 
（２）被害情報の収集と通報                     
○ 地域で倒壊家屋やけが人、道路の被害等の被害情報をまとめ、市へ情報提供

を行います。 
○ 地域で災害による異常な現象や危険な場所を見かけたら、二次災害を防止す

るため、市に通報します。 
＊市の取り組み＊ 

  市市でではは、、大大雨雨警警報報等等がが発発表表さされれたた場場合合やや震震度度５５弱弱以以上上のの地地震震、、津津波波警警報報等等がが発発表表

さされれたた場場合合ににはは「「災災害害対対策策本本部部」」をを設設置置しし、、2244 時時間間通通報報のの受受付付等等をを行行いいまますす。。たた

だだしし、、人人命命のの救救助助要要請請やや二二次次災災害害のの危危険険性性がが高高いいななどど、、緊緊急急性性がが高高いい事事案案がが多多くく発発

生生ししてていいるる場場合合ににはは、、そそちちららをを優優先先ししてて活活動動をを行行ううここととががあありりまますす。。  

  

 

  

みんなで力を合わせる

１．みんなで救助する

２．被害情報の収集と通報

３．正しい情報を入手する
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（３）正しい情報を入手する                    
○ 情報は待つだけでなく、積極的にとるようにします。 
○ 気象情報や地震・津波観測情報、河川水位情報等は「防災みえ.jp」から取得

し、市からの避難情報は携帯電話や防災行政無線等から取得します。 
○ 災害時は様々な流言・風評被害が発生することがあります。必ず情報の発信

元を確認し、公的機関等の信用できる情報を入⼿します。 
 

＊市の取り組み＊ 

  災災害害がが発発生生すするるとと、、被被災災者者がが必必要要ととすするる情情報報はは時時間間のの経経過過ととととももにに変変わわりりまますす。。

市市でではは、、携携帯帯電電話話やや防防災災行行政政無無線線等等をを使使ううほほかか、、新新聞聞社社等等をを活活用用ししてて避避難難所所にに新新聞聞

をを配配っったたりり、、避避難難所所へへ情情報報をを掲掲載載ししたたりりすするるななどどしし、、被被災災者者へへ情情報報提提供供ををししまますす。。  
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２ 発災後に市民がするべきこと 

１－２－３：地域で避難所を運営する                

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１）避難所の開設                             

○ 災害が発生した時間によっては市や施設管理者が必ずしも避難所を開設で
きるわけではありません。小・中学校には地震自動解錠ボックスを設置して
いるため、その中から体育館の鍵を取り出し、開錠します。 

○ 避難所を開設した後はすぐに避難所に入らず、避難スペースが安全かどうか
を確認します。 

＊市の取り組み＊ 

  小小・・中中学学校校にに、、震震度度５５弱弱以以上上のの揺揺れれをを感感知知ししたたらら自自動動でで解解錠錠すするる「「地地震震自自動動解解錠錠

ボボッッククスス」」をを設設置置ししてておおりり、、そそのの中中にに避避難難所所とと備備蓄蓄倉倉庫庫のの鍵鍵をを収収納納ししてていいまますす。。  

  台台風風等等のの風風水水害害時時ににおおいいててはは、、市市職職員員がが小小・・中中学学校校等等ののああららかかじじめめ定定めめたた指指定定避避

難難所所をを開開設設ししまますす。。  

  

 
（２）避難者名簿を作成する                      
○ 避難所を開設したら、必ず名簿を作成します。避難者は特に初動期は毎日人

数の変動があります。 
○ 市は避難所で作成された名簿をもとに食糧等の支援物資を調達します。 
○ 避難者名簿を作成するときは、避難所に避難している住⺠だけでなく、避難

所外避難者が名簿登録をしに来た場合にはあわせて記入をしてもらいます。 
 
 
 

地域で避難所を運営する

１．避難所の開設

２．避難所名簿を作成する

３．組織を立ち上げる

４．みんなで避難所を運営する

５．生活環境の確保

６．要配慮者を支援する
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（３）正しい情報を入手する                    
○ 情報は待つだけでなく、積極的にとるようにします。 
○ 気象情報や地震・津波観測情報、河川水位情報等は「防災みえ.jp」から取得

し、市からの避難情報は携帯電話や防災行政無線等から取得します。 
○ 災害時は様々な流言・風評被害が発生することがあります。必ず情報の発信

元を確認し、公的機関等の信用できる情報を入⼿します。 
 

＊市の取り組み＊ 

  災災害害がが発発生生すするるとと、、被被災災者者がが必必要要ととすするる情情報報はは時時間間のの経経過過ととととももにに変変わわりりまますす。。

市市でではは、、携携帯帯電電話話やや防防災災行行政政無無線線等等をを使使ううほほかか、、新新聞聞社社等等をを活活用用ししてて避避難難所所にに新新聞聞

をを配配っったたりり、、避避難難所所へへ情情報報をを掲掲載載ししたたりりすするるななどどしし、、被被災災者者へへ情情報報提提供供ををししまますす。。  
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２ 発災後に市民がするべきこと 

１－２－３：地域で避難所を運営する                

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１）避難所の開設                             

○ 災害が発生した時間によっては市や施設管理者が必ずしも避難所を開設で
きるわけではありません。小・中学校には地震自動解錠ボックスを設置して
いるため、その中から体育館の鍵を取り出し、開錠します。 

○ 避難所を開設した後はすぐに避難所に入らず、避難スペースが安全かどうか
を確認します。 

＊市の取り組み＊ 

  小小・・中中学学校校にに、、震震度度５５弱弱以以上上のの揺揺れれをを感感知知ししたたらら自自動動でで解解錠錠すするる「「地地震震自自動動解解錠錠

ボボッッククスス」」をを設設置置ししてておおりり、、そそのの中中にに避避難難所所とと備備蓄蓄倉倉庫庫のの鍵鍵をを収収納納ししてていいまますす。。  

  台台風風等等のの風風水水害害時時ににおおいいててはは、、市市職職員員がが小小・・中中学学校校等等ののああららかかじじめめ定定めめたた指指定定避避

難難所所をを開開設設ししまますす。。  

  

 
（２）避難者名簿を作成する                      
○ 避難所を開設したら、必ず名簿を作成します。避難者は特に初動期は毎日人

数の変動があります。 
○ 市は避難所で作成された名簿をもとに食糧等の支援物資を調達します。 
○ 避難者名簿を作成するときは、避難所に避難している住⺠だけでなく、避難

所外避難者が名簿登録をしに来た場合にはあわせて記入をしてもらいます。 
 
 
 

地域で避難所を運営する

１．避難所の開設

２．避難所名簿を作成する

３．組織を立ち上げる

４．みんなで避難所を運営する

５．生活環境の確保

６．要配慮者を支援する
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＊市の取り組み＊ 

「「松松阪阪市市避避難難所所運運営営ママニニュュアアルル（（基基本本モモデデルル））」」のの中中にに避避難難者者名名簿簿ののひひなな形形をを掲掲

載載ししてていいまますす。。特特にに混混乱乱ししてていいるる初初動動期期ににはは速速ややかかにに避避難難者者名名簿簿をを作作成成ででききるるよよ

うう、、ああららかかじじめめ訓訓練練等等ををししてておおききままししょょうう。。  

  

 
（３）組織を立ち上げる                      
○ 災害が発生し、家屋への被害が多数発生すると、多くの方が避難所へ滞在す

ることが想定されます。そのため、避難所は集団生活となることから、様々
な規律が必要となります。 

○ 避難所はサービスを受ける場ではなく、生活を再建するための場であること
から、地域が運営を行い、そのために被災者が運営に協力します。 

○ 運営のために必要な組織（避難所運営委員会）を立ち上げます。 
○ 避難所運営委員会は被災者の要望や必要な支援物資の種類・数量等をとりま

とめ、市へ伝達します。 
○ 避難所運営委員会には女性委員を必ず加え、意見を取り入れるようにします。 

 
【参考】設置する運営班と主な業務内容 

  
班名 主な活動内容 

総務班 配置計画、日誌等の作成、避難所運営委員会の開催 

災害対策本部への連絡、苦情相談対応、防犯対策、救護 

情報班 避難所内外の情報収集・伝達・広報、取材への対応 

被災者管理班 避難者の受付、名簿の作成・管理、安否確認等への対応 

施設管理班 施設・設備の点検、資機材の調達、施設管理者との調整 

食料物資班 食料・生活物資の調達、受入、管理、配給、炊き出し対応 

衛生班 衛生管理（トイレ、ごみ、ペット、風呂）、健康管理、感染症

予防対策 

外部支援受入班 行政職員やボランティア、NPO、医療、福祉、介護等専門職の

人的支援の受入 

要配慮者支援班 要配慮者への情報提供、スペースの調整、状況や要望の把握、

支援物資の提供 

 
出典：松阪市避難所運営マニュアル（基本モデル） 
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（４）みんなで避難所を運営する                      
○ 大規模災害になると市は警察、消防、自衛隊等と連携して人命の救助、医療

機関等と連携した保健医療活動、支援物資の調達、応急仮設住宅の建設調整、
遺体の安置・埋火葬等、様々な業務が発生するため、市職員が避難所を運営
することができません。 

○ 住⺠自治協議会等の地域が主体となって運営を行い、市や施設管理者はその
運営支援を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子「災害にそなえる ver.2」 
 
（５）生活環境の確保                       
○ 避難所では被災者自ら掃除をするなど、衛生環境の確保に努めます。 
○ 避難所では感染症の予防のため、⼿洗いやうがい、消毒をこまめに行います。

また、感染症の疑いのある避難者は一時的に別室へ移っていただくなど、感
染症の予防に努めます。 

○ 車中泊避難者は特にエコノミークラス症候群となりやすいことから、適度な
運動を心がけるなど、健康管理に配慮します。 

 

＊市の取り組み＊ 

  避避難難所所等等をを中中心心にに、、必必要要にに応応じじてて消消毒毒等等をを実実施施ししまますす。。ままたた、、保保健健師師がが各各避避難難

所所をを巡巡回回しし、、衛衛生生管管理理やや保保健健活活動動等等ににつついいてて指指導導・・助助言言をを行行いいまますす。。  
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＊市の取り組み＊ 

「「松松阪阪市市避避難難所所運運営営ママニニュュアアルル（（基基本本モモデデルル））」」のの中中にに避避難難者者名名簿簿ののひひなな形形をを掲掲

載載ししてていいまますす。。特特にに混混乱乱ししてていいるる初初動動期期ににはは速速ややかかにに避避難難者者名名簿簿をを作作成成ででききるるよよ

うう、、ああららかかじじめめ訓訓練練等等ををししてておおききままししょょうう。。  

  

 
（３）組織を立ち上げる                      
○ 災害が発生し、家屋への被害が多数発生すると、多くの方が避難所へ滞在す

ることが想定されます。そのため、避難所は集団生活となることから、様々
な規律が必要となります。 

○ 避難所はサービスを受ける場ではなく、生活を再建するための場であること
から、地域が運営を行い、そのために被災者が運営に協力します。 

○ 運営のために必要な組織（避難所運営委員会）を立ち上げます。 
○ 避難所運営委員会は被災者の要望や必要な支援物資の種類・数量等をとりま

とめ、市へ伝達します。 
○ 避難所運営委員会には女性委員を必ず加え、意見を取り入れるようにします。 

 
【参考】設置する運営班と主な業務内容 

  
班名 主な活動内容 

総務班 配置計画、日誌等の作成、避難所運営委員会の開催 

災害対策本部への連絡、苦情相談対応、防犯対策、救護 

情報班 避難所内外の情報収集・伝達・広報、取材への対応 

被災者管理班 避難者の受付、名簿の作成・管理、安否確認等への対応 

施設管理班 施設・設備の点検、資機材の調達、施設管理者との調整 

食料物資班 食料・生活物資の調達、受入、管理、配給、炊き出し対応 

衛生班 衛生管理（トイレ、ごみ、ペット、風呂）、健康管理、感染症

予防対策 

外部支援受入班 行政職員やボランティア、NPO、医療、福祉、介護等専門職の

人的支援の受入 

要配慮者支援班 要配慮者への情報提供、スペースの調整、状況や要望の把握、

支援物資の提供 

 
出典：松阪市避難所運営マニュアル（基本モデル） 
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（４）みんなで避難所を運営する                      
○ 大規模災害になると市は警察、消防、自衛隊等と連携して人命の救助、医療

機関等と連携した保健医療活動、支援物資の調達、応急仮設住宅の建設調整、
遺体の安置・埋火葬等、様々な業務が発生するため、市職員が避難所を運営
することができません。 

○ 住⺠自治協議会等の地域が主体となって運営を行い、市や施設管理者はその
運営支援を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子「災害にそなえる ver.2」 
 
（５）生活環境の確保                       
○ 避難所では被災者自ら掃除をするなど、衛生環境の確保に努めます。 
○ 避難所では感染症の予防のため、⼿洗いやうがい、消毒をこまめに行います。

また、感染症の疑いのある避難者は一時的に別室へ移っていただくなど、感
染症の予防に努めます。 

○ 車中泊避難者は特にエコノミークラス症候群となりやすいことから、適度な
運動を心がけるなど、健康管理に配慮します。 

 

＊市の取り組み＊ 

  避避難難所所等等をを中中心心にに、、必必要要にに応応じじてて消消毒毒等等をを実実施施ししまますす。。ままたた、、保保健健師師がが各各避避難難

所所をを巡巡回回しし、、衛衛生生管管理理やや保保健健活活動動等等ににつついいてて指指導導・・助助言言をを行行いいまますす。。  
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（６）要配慮者を支援する                       
○ 小・中学校等の指定避難所では、高齢者や障がい者等の要配慮者のための避

難スペース（個室等）を設けるよう努めます。 
○ 福祉避難所や病院に移送する必要がある方がいる場合には市へ連絡をしま

す。また、家族等の支援者と協力して移送します。 
○ 支援物資の配給においては高齢者や子どもを優先するなどの配慮をします。 
＊市の取り組み＊ 

避避難難所所でで生生活活すするるここととがが困困難難なな要要配配慮慮者者をを支支援援すするるたためめ、、民民間間施施設設等等にに福福祉祉避避難難

所所ととししててのの受受入入をを要要請請ししまますす。。ままたた、、介介護護職職員員等等のの確確保保ににつついいてて県県とと調調整整ししまますす。。  

  

 
【参考】指定避難所におけるスクリーニング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［参考］スクリーニングの一例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子 
「災害にそなえる ver.2」 
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２ 発災後に市民がするべきこと 

１－２－４：生活を再建する                   

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１）住まいの片づけ                           

○ 家屋が浸水した場合には市へ連絡をします。 
○ 感染症を予防するため、市から配布された薬剤を使って、消毒をします。 
○ 家屋や家財、電化製品等のごみは、市の指示に従い、ごみの分別等について

ルールを守って搬出します。 
○ 家屋の清掃、ごみ出しは重労働であるため、高齢者等に配慮し、地域で助け

合いながら行います。必要であれば市にボランティアを要請するなど、必要
な人員を確保します。 

 
＊市の取り組み＊ 

 浸浸水水ししたた家家屋屋ににはは消消毒毒ののたためめのの薬薬剤剤配配布布をを行行いいまますす。。  

 災災害害廃廃棄棄物物のの分分別別・・収収集集・・運運搬搬ににつついいてて地地域域へへ周周知知しし、、適適切切なな処処理理ををししまま

すす。。必必要要にに応応じじてて三三重重県県災災害害等等廃廃棄棄物物処処理理応応援援協協定定等等にによよりり支支援援要要請請をを行行いい

まますす。。  

 ボボラランンテティィアアのの要要請請がが多多いい場場合合ににはは社社会会福福祉祉協協議議会会等等とと連連携携しし、、速速ややかかにに災災

害害ボボラランンテティィアアセセンンタターーをを設設置置しし、、各各所所よよりりボボラランンテティィアアをを受受入入ししまますす。。  

 
 
（２）罹災証明書の申請                      
○ 罹災証明書は家屋の被災程度を市が証明するものであり、「被災者生活再建

支援金」や「災害見舞金」の支給判断、応急仮設住宅の提供可否、保険金の
請求等のもとになる大切な証明です。 

○ 罹災証明書の交付を受けるためには、被害に遭われたことを市に申請し、市
が「被害認定調査」を行うことが必要です。 

生活を再建する

１．住まいの片づけ

２．罹災証明書の申請

３．住まいの再建

４．日常を取り戻す

５．公助への協力
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（６）要配慮者を支援する                       
○ 小・中学校等の指定避難所では、高齢者や障がい者等の要配慮者のための避

難スペース（個室等）を設けるよう努めます。 
○ 福祉避難所や病院に移送する必要がある方がいる場合には市へ連絡をしま

す。また、家族等の支援者と協力して移送します。 
○ 支援物資の配給においては高齢者や子どもを優先するなどの配慮をします。 
＊市の取り組み＊ 

避避難難所所でで生生活活すするるここととがが困困難難なな要要配配慮慮者者をを支支援援すするるたためめ、、民民間間施施設設等等にに福福祉祉避避難難

所所ととししててのの受受入入をを要要請請ししまますす。。ままたた、、介介護護職職員員等等のの確確保保ににつついいてて県県とと調調整整ししまますす。。  

  

 
【参考】指定避難所におけるスクリーニング 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［参考］スクリーニングの一例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：松阪市防災啓発冊子 
「災害にそなえる ver.2」 
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２ 発災後に市民がするべきこと 

１－２－４：生活を再建する                   

◆市民の取り組み（自助・共助） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１）住まいの片づけ                           

○ 家屋が浸水した場合には市へ連絡をします。 
○ 感染症を予防するため、市から配布された薬剤を使って、消毒をします。 
○ 家屋や家財、電化製品等のごみは、市の指示に従い、ごみの分別等について

ルールを守って搬出します。 
○ 家屋の清掃、ごみ出しは重労働であるため、高齢者等に配慮し、地域で助け

合いながら行います。必要であれば市にボランティアを要請するなど、必要
な人員を確保します。 

 
＊市の取り組み＊ 

 浸浸水水ししたた家家屋屋ににはは消消毒毒ののたためめのの薬薬剤剤配配布布をを行行いいまますす。。  

 災災害害廃廃棄棄物物のの分分別別・・収収集集・・運運搬搬ににつついいてて地地域域へへ周周知知しし、、適適切切なな処処理理ををししまま

すす。。必必要要にに応応じじてて三三重重県県災災害害等等廃廃棄棄物物処処理理応応援援協協定定等等にによよりり支支援援要要請請をを行行いい

まますす。。  

 ボボラランンテティィアアのの要要請請がが多多いい場場合合ににはは社社会会福福祉祉協協議議会会等等とと連連携携しし、、速速ややかかにに災災

害害ボボラランンテティィアアセセンンタターーをを設設置置しし、、各各所所よよりりボボラランンテティィアアをを受受入入ししまますす。。  

 
 
（２）罹災証明書の申請                      
○ 罹災証明書は家屋の被災程度を市が証明するものであり、「被災者生活再建

支援金」や「災害見舞金」の支給判断、応急仮設住宅の提供可否、保険金の
請求等のもとになる大切な証明です。 

○ 罹災証明書の交付を受けるためには、被害に遭われたことを市に申請し、市
が「被害認定調査」を行うことが必要です。 

生活を再建する

１．住まいの片づけ

２．罹災証明書の申請

３．住まいの再建

４．日常を取り戻す

５．公助への協力
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○ 特に風水害は、災害が発生してから数日で浸水跡等が消えてしまう可能性も
あり、調査ができなくなることがあるため、できる限り早めに申請をします。
なお、申請期間は災害発生から 3 か月以内としています。 
 

＊市の取り組み＊ 

  罹罹災災証証明明書書のの交交付付申申請請ががああるるとと、、住住家家等等のの被被災災程程度度をを判判断断すするるたためめのの調調査査をを実実

施施ししまますす。。市市のの被被災災程程度度のの判判断断にに不不服服ががああるるととききはは再再調調査査をを申申請請すするるここととががでできき

まますす。。  

 
［参考］被災建築物応急危険度判定調査と被害認定調査の違い 

被災建築物応急危険度判定とは、二次災害を防止するために応急的な判定を行うもの
です。地震発生後ただちに、時間をかけずにより多くの被災建築物の調査を行い、結果
は「調査済」「要注意」「危険」の 3 段階で判定されます。 
 一方、被害認定調査（罹災証明のための調査）は「罹災証明書」の交付のために行う
調査であり、その後の応急仮設住宅の提供可否や支援金の額等、生活の再建に大きく影
響するものであることから、より詳細な調査を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）住まいの再建                        
○ 大規模な災害においては、県や市が実施する自力での生活再建支援制度を活

用し、被災住宅の補修等を行います。 
○ 自力での生活再建が困難な場合には災害公営住宅等の支援を受けるなど、住

まいの再建を行います。 
○ 日頃から大規模な地震に備えて、地震保険への加入をしておきます。 
 

＊市の取り組み＊ 

  自自力力ででのの生生活活再再建建をを支支援援すするるたためめ、、県県やや住住宅宅金金融融支支援援機機構構ととのの連連携携、、早早期期のの住住宅宅

相相談談窓窓口口のの設設置置、、市市営営住住宅宅のの斡斡旋旋等等をを行行いいまますす。。  

  ななおお、、災災害害発発生生後後にに提提供供すするる応応急急仮仮設設住住宅宅はは住住家家のの「「全全壊壊」」等等がが対対象象でであありり、、そそ

のの供供与与期期間間はは２２年年間間ととさされれてていいまますす。。  
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（４）日常を取り戻す                       
○ 早期の再就職や日雇労働に向け、臨時職業相談窓口の利用や、公共職業安定

所による職の斡旋を活用します。 
○ 罹災証明書の交付を受け、市等が実施する各種被災者支援制度（税・保険料

の減免、公共料金の減免、保育料の減免、保険金等の支払いなど）を活用し、
生活再建の一助とします。 

 
（５）公助への協力                        
○ 市や公的機関（消防等）が災害時の応急措置等のために、必要に応じて行う

障害物の除去や私有地の一時使用、収用等においてはその使用に協力するも
のとします。 
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○ 特に風水害は、災害が発生してから数日で浸水跡等が消えてしまう可能性も
あり、調査ができなくなることがあるため、できる限り早めに申請をします。
なお、申請期間は災害発生から 3 か月以内としています。 
 

＊市の取り組み＊ 

  罹罹災災証証明明書書のの交交付付申申請請ががああるるとと、、住住家家等等のの被被災災程程度度をを判判断断すするるたためめのの調調査査をを実実

施施ししまますす。。市市のの被被災災程程度度のの判判断断にに不不服服ががああるるととききはは再再調調査査をを申申請請すするるここととががでできき

まますす。。  

 
［参考］被災建築物応急危険度判定調査と被害認定調査の違い 

被災建築物応急危険度判定とは、二次災害を防止するために応急的な判定を行うもの
です。地震発生後ただちに、時間をかけずにより多くの被災建築物の調査を行い、結果
は「調査済」「要注意」「危険」の 3 段階で判定されます。 
 一方、被害認定調査（罹災証明のための調査）は「罹災証明書」の交付のために行う
調査であり、その後の応急仮設住宅の提供可否や支援金の額等、生活の再建に大きく影
響するものであることから、より詳細な調査を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）住まいの再建                        
○ 大規模な災害においては、県や市が実施する自力での生活再建支援制度を活

用し、被災住宅の補修等を行います。 
○ 自力での生活再建が困難な場合には災害公営住宅等の支援を受けるなど、住

まいの再建を行います。 
○ 日頃から大規模な地震に備えて、地震保険への加入をしておきます。 
 

＊市の取り組み＊ 

  自自力力ででのの生生活活再再建建をを支支援援すするるたためめ、、県県やや住住宅宅金金融融支支援援機機構構ととのの連連携携、、早早期期のの住住宅宅

相相談談窓窓口口のの設設置置、、市市営営住住宅宅のの斡斡旋旋等等をを行行いいまますす。。  

  ななおお、、災災害害発発生生後後にに提提供供すするる応応急急仮仮設設住住宅宅はは住住家家のの「「全全壊壊」」等等がが対対象象でであありり、、そそ

のの供供与与期期間間はは２２年年間間ととさされれてていいまますす。。  
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（４）日常を取り戻す                       
○ 早期の再就職や日雇労働に向け、臨時職業相談窓口の利用や、公共職業安定

所による職の斡旋を活用します。 
○ 罹災証明書の交付を受け、市等が実施する各種被災者支援制度（税・保険料

の減免、公共料金の減免、保育料の減免、保険金等の支払いなど）を活用し、
生活再建の一助とします。 

 
（５）公助への協力                        
○ 市や公的機関（消防等）が災害時の応急措置等のために、必要に応じて行う

障害物の除去や私有地の一時使用、収用等においてはその使用に協力するも
のとします。 

－ 76 －

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 

ビジョン

編 

第３章 

第４章 

行動 

計画編 

第１章 

第２章 

テーマ１ 

災害前 

テーマ 2 

災害前 

テーマ 3 

発災後 

テーマ 4 

復興 

第５章 




